
推薦のことば

『公共工事の品質確保の促進に関する法律』の第七条には、発注者等の責務
のひとつとして、「設計図書に適切に施工条件又は調査等の実施の条件を明示
するとともに、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場の状態が一致し
ない場合、設計図書に示されていない施工条件又は調査等の実施の条件につい
て予期することができない特別な状態が生じた場合その他の場合において必要
があると認められるときは、適切に設計図書の変更及びこれに伴い必要となる
請負代金の額又は工期等の変更を行うこと。この場合において、工期等が翌年
度にわたることとなったときは、繰越明許費の活用その他の必要な措置を適切
に講ずること。」が規定されている。
わが国の公共工事で広く用いられている標準請負契約約款は、総価契約（ラ

ンプサム契約）である。総価契約では、契約の内訳を定めず、総額を請負金額
とする契約であり、契約金額を変更する際には、受発注者間の交渉が必要とな
る。総価契約単価合意方式が適用されるようになった背景には、契約金額の変
更の根拠をあらかじめ契約時に定めることにより、変更手続きを円滑に実施す
ることがある。
国土交通省から示された設計変更ガイドラインは、設計変更に係る業務の円

滑化を図るため、受発注者がともに、設計変更が可能なケース・不可能なケー
ス、手続きの流れ等について十分理解しておく必要があることから作成された
ものである。現在、この設計変更ガイドラインは契約図書の一部にも位置付け
られており、設計変更は受発注者双方の契約のマネジメントにおいて極めて重
要である。
一方、わが国の公共事業で用いられている契約は、工事の請負契約だけでな

く、業務の委託契約、設計施工一括の契約、技術提案・交渉方式やマネジメン
ト契約等多様となってきている。また、世界の契約制度はさらに多様であり、
新しい契約方式が次々に開発されている。事業で達成したい目的や民間企業の
提供されるサービスに応じて、受発注者の役割や責任分担を適切に配分し、公
共事業の改善が図られてきているといえる。民間の技術力を有効に活用し、よ
り価値の高い公共事業を実現するための契約制度のさらなる発展が期待されて



いる。
本書は、公共工事における契約変更の実際を設計変更と工期設定に焦点を当

てて、その実例を取り上げて丁寧な解説を試みたものであり、改訂版において
は、平成 26年 7月に発刊された初版に最新の知見を追加するとともに、海外
事例については、米国の公共工事の契約変更やクレーム・紛争処理だけでなく、
スイスにおける公共調達制度が紹介されている。さらに、会計検査院の視点か
ら設計変更に対する考え方が示されており、受発注者双方にとって、現在の請
負契約の運用の実際とその特徴を理解する上で、極めて意義の大きい図書とな
っている。
公共工事に関わる国や地方公共団体等の発注者、請負工事を受注する建設会

社、専門工事会社、調査・設計或いは契約監理の業務を担当する建設コンサル
タント会社やCM会社等の実務者はもちろんのこと、建設マネジメント分野
の教育研究に関わる大学関係者も含めた幅広い方々に一読を推薦する次第であ
る。

　　令和 4年 4月吉日

東京大学大学院工学系研究科

特任教授　小澤 一雅



はじめに

わが国の公共工事の入札契約制度については、これまで様々な改革が進めら
れてきた。1990 年代に社会的に大きな問題となった大手ゼネコンのスキャン
ダルを契機に、長年採用されていた指名競争入札に代えて会計法・地方自治法
の原則通り一般競争入札を採用することが求められた。国土交通省直轄工事で
は、平成 6（1994）年度から大規模な工事について一般競争入札が導入され
ることとなり、平成 17（2005）年に公共工事の品質確保の促進に関する法律
（品確法）が制定されてから総合評価落札方式が本格的に導入された。

品確法は平成 26年に改正され、適切に契約変更を行うことが発注者の責務
として明確にされ、令和元年には適正な工期等の設定が加えられるなど所要の
改正が進められている。
一方で、会計法は、明治 22（1889）年に制定された当時から、予定価格を

上限として価格による一般競争入札を原則とする枠組みが変わっておらず、今
では世界に例を見ない特異なものとなっている。地方公共団体に適用される地
方自治法も基本的枠組みは同様である。
公共工事の契約は、当初の設計上の想定が現場と異なることがほとんどであ

り、設計変更が生じることにより契約金額の増減を伴うことが多い。そして、
設計変更をどのように行うかが、受注企業の損益へ大きく影響する。設計変更
ガイドライン等を定めて適切な契約変更に務めている発注機関が増えつつある
が、まだ問題が生じているケースが多く見られる。今後、受注者決定プロセス
である入札契約方式の見直しとあわせて、契約変更の方式についても改革が進
められることを期待したい。
本書では、今後の改革の道筋について問題提起しつつ、現行の制度を前提と

して適切な設計変更を行うための参考の書を著すこととする。

　　令和 4年 4月吉日

木下 誠也
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3章　設計変更の事例

長年にわたる計画的な人員削減に加え、計画・踏査設計から工事積算、発
注業務、事業完了後の事業評価に至るプロジェクトのおよそ全ての過程で、
説明責任が発生するため、本来、発注者が担うべき調査設計や工事積算等大
部分は、業務を委託する形がとられている。
また、少ない人員で説明責任的業務の重責を担うため、いわゆる発注者の

現場力を継承することが困難となってきている。一方、計画調査設計段階で
発注者を支援する建設コンサルタントにおいても、環境影響調査や都市計画
変更等、計画の上流部分や様々な解析ソフト、設計ツール等を用いたソフト
な業務は得意とするが、長年の「設計施工分離の原則」から、施工段階の計
画立案に難点が多いといえる。特に比較設計や詳細設計の段階では、担当技
術者の経験知によるところが大きいため、成果の品質は技術者個人の資質に
大きく依存する。

3.1.1　調査・設計・積算の限界と設計変更の必然性

上述した事項が招く不具合を挙げると、トンネル工事に伴う保安林や砂防
指定地の解除等、関係機関調整の未了による発注後の工事着工の遅延や河川
管理者や鉄道管理者との調整不足による設計の手戻り、過度な経済設計を追
求した結果の工事事故や欠陥箇所の発生など枚挙に暇がない。これらは、い
たずらに発注者を批判するものでなく、人員削減等そのような環境を招いた
ことが大きな要因といえる。また、発注者の指示がない場合でも、設計者は
業務を補足する努力を最大限払うが、発注者と設計者自身の経験の範囲での
検討にとどまっているという実態がある。
わが国の地形地質の生成過程をみると、沖積平野は河川の氾濫や海進・海

退による砕屑物（礫・砂・泥）の堆積により形成され、山岳地帯は、プレー
トの移動による褶曲や断層運動、隆起、火山活動などの地理的条件により形

3.1 �発注者・設計者を取り巻く�環境の変化
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3.1　発注者・設計者を取り巻く環境の変化

３　

章

成されてきた経緯から、いずれも構造物を計画・設計する際の不確定要素と
なっており、多額の調査設計費用を投入すれば解決するものではない。その
ため、工事着手段階や施工途上で現場の地形・地質と整合させた設計変更に
より補足しているのが実情である。また、積算に関しても様々な施工形態を
補足する基準の制定などを行うことは事実上不可能である。同様に、予算制
度の影響もあり、発注時の工事積算についても限界がある。
実際の工事段階では、掘削に伴う地盤のバランスの変化や地下水位の変化、

計画時との周辺環境の変化、機械施工に伴う地盤性状の脆弱化等、当初設計
段階と比較し、大幅な設計変更を伴う場合が多い。
設計基準には概ね遵守すべき事項は規定されており、冗長性についても考

慮されたものもあるが、前述したとおり、施工段階における地盤の乱れ等を
想定した設計への反映は、担当技術者の技量に委ねられている。トンネルを
一例にとっても、現地踏査や弾性波探査ならびにボーリングによる補足で岩
盤の判定を行って設計され着工しても、掘削段階で想定した地質特性以下の
脆弱な地盤の出現が多く、特異な鉱物を含んだ岩盤によるトンネル断面の変
形や、異常出水、環境基準値を超えた自然由来のヒ素やセレン等の出現によ
る工事中断や安全な処分方法等、設計変更は必然であるといえる。

3.1.2　発注者による工事費増額の要因分析等と取組み

（1） 設計段階及び工事発注段階における変更要因

地方整備局発注による大規模工事における大幅な設計変更・契約変更の実
態をもとにその要因分析を行った結果によると、以下の項目が挙げられてい
る。
① 用地取得の難航に伴う工事用搬入路の変更ならびに構造変更
②  関係機関協議に伴う工事目的物の本体構造ならびに仮設構造物の変更と

作業時間の制約
③ 関係機関調整の未了による工事の大幅遅延に伴う変更
④ 土質調査の追加に伴う地盤改良及び仮設構造物の変更
⑤  自然由来の環境基準値を超過した物質の出現による発生土処分とヤード

の追加
⑥ 掘削土砂の搬出先の変更
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